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注 記 

 地方公営企業法施行規則（以下「則」という。）第３５条の規定により，次の事項を注記す 

る。 

 

１ 重要な会計方針 

（１）資産の評価基準及び評価方法 

   ・資産の評価基準は，則第８条の規定により，原則として取得原価を帳簿価額とする。 

   ・取得原価は，購入及び製作に直接要した価格及び付帯費用とする。 

   ・譲与，贈与その他無償で取得した資産は，公正な評価額を取得原価とする。 

 

（２）固定資産の減価償却の方法 

   有形固定資産 

   ・減価償却の方法は定額法とし，償却限度額は 100分の 95としている。 

    また，鉄骨鉄筋コンクリート造，鉄筋コンクリート造，れんが造，石造及び土造の建

物については，帳簿価額の 100分の 95に達した事業年度以降，使用不能と認められる事

業年度内において，1円まで減価償却を行うことができるものとしている。 

   ・記帳方式は，間接法としている。 

 

（３）引当金の計上方法 

  ア 退職給付引当金 

    職員の退職手当の支給及び退職手当負担金の支出に備えるため，当年度末における退

職手当要支給額に相当する金額を簡便法により計上している。 

  イ 貸倒引当金 

    利用料金制を採用しているため，未収金の不納欠損は発生しないため，貸倒引当金は 

   計上していない。 

  ウ 賞与引当金 

    職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため，当年度末における支給見込額に基

づき，当年度の負担に属する額（4/12ヶ月）を年度末の決算時に計上する。 

 

（４）収益及び費用の計上基準 

   収益及び費用は，その発生の事実に基づき計上している。ただし，次に掲げる収益及び 

  費用については，記載のとおり計上している。 

  ア 受取利息 

    期間損益に著しい影響を与えないものとして，未収収益とせず現金の収納がなされた 

   時点において収益としている。 

  イ 公共料金等継続契約に基づく経常的な費用 

    使用期間に拘らず，請求の時点をもって費用としている。 
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  ウ 未経過保険料，未経過賃借料等 

    前払費用とせず，支払の時点をもって費用としている。 

 

（５）消費税及び地方消費税の会計処理 

   消費税及び地方消費税の会計処理は，税抜方式によっている。 

 

２ セグメント情報 

  報告セグメントは，病院事業として１つである。 

 

３ リース取引の処理方法 

  リース料総額が３００万円超の所有権移転外ファイナンス・リース取引については，通常 

 の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。  

  リース料総額が３００万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引については，通 

 常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。 

 

４ その他の注記 

（１） 引当金の取崩し 

  ア 退職給付引当金 

    当事業年度において，退職予定者はいないため，退職手当負担金の支給に伴う退職給 

   付引当金の取り崩しはない。 

  イ 賞与引当金 

    当事業年度において，職員の期末手当及び勤勉手当及びそれに伴う法定福利費を支給  

   するため，賞与引当金 1,765千円を取り崩す。 
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注 記 

 地方公営企業法施行規則（以下「則」という。）第３５条の規定により，次の事項を注記す 

る。 

 

１ 重要な会計方針 

（１）資産の評価基準及び評価方法 

   ・資産の評価基準は，則第８条の規定により，原則として取得原価を帳簿価額とする。 

   ・取得原価は，購入及び製作に直接要した価格及び付帯費用とする。 

   ・譲与，贈与その他無償で取得した資産は，公正な評価額を取得原価とする。 

 

（２）固定資産の減価償却の方法 

   有形固定資産（リース資産を除く。） 

   ・減価償却の方法は定額法とし，償却限度額は 100分の 95としている。 

    また，鉄骨鉄筋コンクリート造，鉄筋コンクリート造，れんが造，石造及び土造の建

物については，帳簿価額の 100分の 95に達した事業年度以降，使用不能と認められる事

業年度内において，1円まで減価償却を行うことができるものとしている。 

   ・記帳方式は，間接法としている。 

 

（３）引当金の計上方法 

  ア 退職給付引当金 

    職員の退職手当の支給及び退職手当負担金の支出に備えるため，当年度末における退

職手当要支給額に相当する金額を簡便法により計上している。 

  イ 貸倒引当金 

    利用料金制を採用しているため，未収金の不納欠損は発生しないため，貸倒引当金は 

計上していない。 

  ウ 賞与引当金 

    職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため，当年度末における支給見込額に基

づき，当年度の負担に属する額（4/12ヶ月）を年度末の決算時に計上する。 

 

（４）収益及び費用の計上基準 

   収益及び費用は，その発生の事実に基づき計上している。ただし，次に掲げる収益及び 

  費用については，記載のとおり計上している。 

  ア 受取利息 

    期間損益に著しい影響を与えないものとして，未収収益とせず現金の収納がなされた 

   時点において収益としている。 

  イ 公共料金等継続契約に基づく経常的な費用 

    使用期間に拘らず，請求の時点をもって費用としている。 
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  ウ 未経過保険料，未経過賃借料等 

    前払費用とせず，支払の時点をもって費用としている。 

 

（５）消費税及び地方消費税の会計処理 

   消費税及び地方消費税の会計処理は，税抜方式によっている。 

 

２ セグメント情報 

  報告セグメントは，病院事業として１つである。 

 

３ リース契約により使用する固定資産に関する注記 

  リース料総額が３００万円超の所有権移転外ファイナンス・リース取引については，通常 

 の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。  

  リース料総額が３００万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引については，通 

 常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。 

 

４ その他の注記 

（１）引当金の取崩し 

  ア 退職給付引当金 

    当事業年度において，退職予定者はいないため，職員手当負担金の支給に伴う退職給 

   付引当金の取り崩しはない。 

  イ 賞与引当金 

    当事業年度において，職員の期末手当及び勤勉手当並びにそれに伴う法定福利費を支 

   給するため，賞与引当金 1,727千円を取り崩す。 
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